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札幌市個人番号利用条例等の一部を改正する条例 

（札幌市個人番号利用条例の一部改正） 

第１条 札幌市個人番号利用条例（平成２７年条例第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

(1) 第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３

号中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改め、同条第４号中「第２

条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第５号中「第２条第１４

項」を「第２条第１５項」に改める。 

(2) 別表１の１の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改

める。 

(3) 別表２の４の項中「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）

の施行の日の前日における同法第１条の規定による改正前の法別表第２の

２６の項特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報に該当するもの」を「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第

十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令（令和６年デ

ジタル庁、総務省令第９号）第４４条で定める情報」に改め、同表３０の

項中「又は特例給付」を削り、同表備考３及び備考４中「進学準備給付金」

を「進学・就職準備給付金」に改め、同表備考１３中「又は特例給付」を

削る。 

（札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報保護

審査会条例の一部改正） 

第２条 札幌市情報公開・個人情報保護審議会及び札幌市情報公開・個人情報



保護審査会条例（平成１６年条例第３６号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号中「第２条第９項」を「第２条第１０項」に改める。 

（札幌市税条例の一部改正） 

第３条 札幌市税条例（昭和２５年条例第４４号）の一部を次のように改正す

る。 

第９条第４項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中札幌市個人番号利用

条例第２条の改正規定並びに第２条及び第３条の規定は、情報通信技術の活用

による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効

率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和６年

法律第４６号）附則第１条第２号の政令で定める日から施行する。 

 

（理 由） 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく関係省令の制定に伴い、保護に準じた措置を受けている外国人世帯の子

どもに対する進学・就職準備給付金の支給に係る事務について個人番号を利用

することができるようにする等のほか、同法等の一部改正に伴う所要の規定整

備を行うため、本案を提出する。 


